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研修医・医師
の分散化

４．研修医の都市への集中の是正のための臨床研修
病院の定員の見直し等

都市部

地方 地方

地方

地方

地方

地方地方

地方

地方

都市部

現状

研修医・医師
が都市部の
病院に集中

是正後

①研修医の都市への集中の是正のため、臨床研修病院の定員数を削減する。
②大学病院を含む臨床研修病院の臨床研修の在り方を見直し、地域への医師派遣

機能を有する病院を優遇する。
③臨床研修後の専門医（医師国家試験合格後５～６年で到達）に向けた研修につい

て、地域医療への従事を要件とすることや、その研修を行う病院については、医
師派遣機能を有することを要件とすることなどを検討する。
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５－１．産科医療補償制度

通常の妊娠・分娩

事故原因の究明

医療機関側に

賠 償

（医師賠償責任保険等への求償）

補償なし

○早期救済
○紛争の早期解決
○原因究明・再発防止

補償金の支払い

今
ま
で
は

過失あり
医療機関側に

過失なし

無過失補償制度の創設

脳性麻痺と
なった場合

分娩時の医療事故により障害を受けた方々の早期救済と、医療紛争の早期解決に資する
産科補償制度を速やかに実現する（19年度中からの実施を目指す）。
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５－２．診療行為に係る死因究明制度の構築（イメージ）
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医療事故調査会（仮称）
の創設

公
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発
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果
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書

診
療
関
連
死

患者遺族

医療機関
届
出
・調
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依
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診療行為に係る死因究明制度を構築することにより、医療死亡事故の真相の解明と医
師の責任範囲の明確化を図る。


